
�愛媛県告示第１５０２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の
名称

大規模小売店舗の
所在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ヤマダ電機テックラ
ンド今治店

今治市東鳥生町四丁
目１６５０番３ 外

大規模小売店舗の名
称

（仮称）ヤマダ電機テッ
クランド今治店

ヤマダ電機テックランド
今治店

平成１７年
３月１１日

平成２１年
１１月２７日

大規模小売店舗を設
置する者の住所 株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁
目４０番地の１１

株式会社ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町１番１
号

平成２０年
７月１日大規模小売店舗にお

いて小売業を行う者
の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１５０３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

� 目 次 �
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大規模小売店舗の
名称

大規模小売店舗の
所在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ヤマダ電機テックラ
ンド新居浜店

新居浜市郷一丁目３５５
番地１外

大規模小売店舗を設
置する者の住所 株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁
目４０番地の１１

株式会社ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町１番１
号

平成２０年
７月１日

平成２１年
１１月２７日大規模小売店舗にお

いて小売業を行う者
の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１５０４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の
名称

大規模小売店舗の
所在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ヤマダ電機テックラ
ンド西条店

西条市周布１６５３番地
１外

大規模小売店舗を設
置する者の住所 株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁
目４０番地の１１

株式会社ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町１番１
号

平成２０年
７月１日

平成２１年
１１月２７日大規模小売店舗にお

いて小売業を行う者
の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１５０５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室並びに西予市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成２１年１２月８日 第２１２４号

１０６９



１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の
名称

大規模小売店舗の
所在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ヤマダ電機テックラ
ンド西予店

西予市宇和町上松葉
３２６外９筆

大規模小売店舗を設
置する者の住所 株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁
目４０番地の１１

株式会社ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町１番１
号

平成２０年
７月１日

平成２１年
１１月２７日大規模小売店舗にお

いて小売業を行う者
の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに西予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１５０６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の
名称

大規模小売店舗の
所在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ヤマダ電機テックラ
ンド宇和島店

宇和島市祝森１６１９番
１外

大規模小売店舗を設
置する者の住所 株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁
目４０番地の１１

株式会社ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町１番１
号

平成２０年
７月１日

平成２１年
１１月２７日大規模小売店舗にお

いて小売業を行う者
の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１５０７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

愛 媛 県 報 第２１２４号平成２１年１２月８日

１０７０



平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の
名称

大規模小売店舗の
所在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ヤマダ電機テックラ
ンド大洲店

大洲市徳森字宮方３１９
－１外

大規模小売店舗を設
置する者の住所

オリックス・アルファ株
式会社
東京都港区芝三丁目２２番
８号

オリックス・アルファ株
式会社
東京都中央区日本橋小舟
町１２番１５号

平成２１年
８月３０日

平成２１年
１１月２７日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１５０８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の
名称

大規模小売店舗の
所在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ヤマダ電機テックラ
ンドＮｅｗ松山問屋
町本店

松山市問屋町２４０番
１号 外

大規模小売店舗の名
称

ヤマダ電機テックランド
松山２号店

ヤマダ電機テックランド
Ｎｅｗ松山問屋町本店

平成２１年
１１月６日

平成２１年
１１月２７日

大規模小売店舗を設
置する者の住所

オリックス・アルファ株
式会社
東京都港区芝三丁目２２番
８号

オリックス・アルファ株
式会社
東京都中央区日本橋小舟
町１２番１５号

平成２１年
８月３０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１５０９号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 伊予山海地区 平成２１年１１月１２日
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�愛媛県告示第１５１０号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定により、次の

肥料の登録は、失効した。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

失効年
月日

登録番
号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成分量
（％）

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２１
年１０月
２４日

愛媛県
第１２４１
号

魚廃物
加工肥
料

明浜漁
協魚廃
物加工
肥料

窒素全量 ７．０％
りん酸全量 １．５％
加里全量 １．０％

明浜漁業協同
組合
西予市明浜町
狩浜１－２１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町野村１１号７６番５から

同町野村１１号１８番５まで
平成２１年１２月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
西予市野村町予子林７６１０番２から

同町予子林７６０４番２まで
平成２１年１２月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
西予市野村町予子林７５１１番３から

同町予子林７５１８番１０まで
平成２１年１２月８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線

西予市野村町予子林７５１８番１０地先から

同町予子林７６０４番２まで
旧 ６．８～１３．２ ０．０４５

西予市野村町予子林７６１０番２から

同町予子林７６０４番２まで
新 １１．７～１７．６ ０．０４２
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�愛媛県告示第１５１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町野村１４号７番２から

同町野村１４号１５番５まで
平成２１年１２月８日

平成２１年１２月８日 発行
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